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件   名   と   要   旨 

 

（件 名） 精神障害者の社会的自立を促す各種助成制度の充実について 

 

（要 旨） 

現行，重度心身障害者医療費助成制度の精神障害者への適用は精神障害者保健福祉手帳１級の

所持者に限定されており，入院医療も適用外となっている。しかし，旭川市において，令和３年

３月時点での１級手帳所持者は２８３名で，３級までの手帳所持者３，２５０名の８．７パーセ

ントにすぎない。 

福祉タクシー利用料金等助成制度も同様で，平成３０年６月に，交通運賃割引を求める旭川実

行委員会が，精神障害者への適用を求めて旭川市へ要望し，令和元年６月に適用となったが，精

神障害者保健福祉手帳１級の所持者までの限定となっている。 

精神障害者の病気の特性として，気分の不安定性や意欲の低下，引きこもり等による継続的な

就労の困難さが挙げられる。こうした病気の特性は１級でも３級でも大差がなく，知的障害や身

体障害の方より低収入の生活を余儀なくされている。 

また，路線バスやタクシーの利用についても，他の乗客と同乗することの困難さと利用機会の

多さは１級でも３級でも大差はなく，精神障害者本人とその家族にとって医療費や交通費は大き

な負担となっている。 

旭川市では，令和３年度から令和７年度までの第４次旭川市障がい者計画が策定され，それに

即した障害者施策が実施されているが，その策定に向けた障害者へのアンケート調査においても，

実施してほしい障害者施策として最も多いのが，３障害ともに「障がいのある方の各種手当の充

実，医療費の軽減」となっている。 

精神障害者にとって，精神科以外の診療科に係る医療費の３割負担は重く，社会的自立の大き

な妨げとなっていることから，精神障害者の現状を御理解いただき，実態に即した障害者施策の

運用を要望する。 

なお，当会が陳情事項の実現を目指して昨年１０月から実施した署名運動により，２，５６２

筆の署名が集まったところである。 

 以上の趣旨から，次の事項について陳情する。 

 

陳情事項 

１ 重度心身障害者医療費助成制度の対象者を，入院医療を含めて精神障害者保健福祉手帳３級

の所持者まで適用を拡大すること。 

２ 福祉タクシー利用料金等助成制度の対象者を，精神障害者保健福祉手帳３級の所持者まで適

用を拡大すること。 

 

 

 


